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論壇
1
�
は
じ
め
に

2
0
1
7
年
11
月
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
が
改
定
さ

れ
た
。
こ
の
改
定
は
、
2
0
1

5
年
10
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ

た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
／
Ｇ
20
の
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
（B

a
se
E
ro
sio
n

an
d
P
ro
fit
S
h
iftin

g

：

税
源
浸
食
と
利
益
移
転
）
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
15
の
報
告
書
（
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告
書
）
の
提
言
を
受

け
た
も
の
で
あ
る（
注
1
）。

モ
デ
ル
条
約
の
改
定
に
先
立

つ
2
0
1
7
年
6
月
に
は
、
こ

れ
も
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告
書
（
第
15

報
告
書
）
で
策
定
が
提
言
さ
れ

て
い
た
、「
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置

実
施
条
約
」（
正
式
名
称
は
「
税

源
浸
食
及
び
利
益
移
転
を
防
止

す
る
た
め
の
租
税
条
約
関
連
措

置
を
実
施
す
る
た
め
の
多
数
国

間
条
約
」）
の
署
名
式
が
パ
リ

で
行
わ
れ
、
我
が
国
を
含
む
約

70
か
国
が
署
名
し
た
。
こ
の
条

約
は
�
Ｍ
Ｌ
Ｉ
�（M

u
lti‐

late
ral
In
stru
m
e
n
t

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｌ
Ｉ

は
、
各
国
に
よ
る
二
国
間
租
税

条
約
の
改
定
交
渉
を
経
る
こ
と

な
く
、
新
モ
デ
ル
条
約
の
内
容

を
租
税
条
約
に
落
と
し
込
む

（
租
税
条
約
の
条
文
を
読
み
替

え
る
）と
い
う
、画
期
的
な
多
国

間
条
約
で
あ
る（
注
2
）。2
0
1

8
年
1
月
24
日
現
在
の
署
名
国

は
78
か
国
で
あ
り
、
主
要
国
中

で
は
米
国
だ
け
が
署
名
し
て
い

な
い
。Ｍ
Ｌ
Ｉ
は
、2
0
1
8
年

中
の
発
効
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

2
�
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
新
モ
デ
ル
租
税
条
約

新
モ
デ
ル
条
約
で
は
、
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
報
告
書
に
よ
る
提
言
を
受

け
て
、
従
来
の
国
際
課
税
原
則

に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
重
要

な
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
前
文
に
、
租
税
条
約
の
目

的
と
し
て
、「
二
重
非
課
税
の

防
止
」
と
「
租
税
回
避
行
為
の

防
止
」
が
明
記
さ
れ
た
。
次

に
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
事
業
体

（
租
税
条
約
の
一
方
の
国
で
は

法
人
と
み
な
さ
れ
、
他
方
の
国

で
は
パ
ス
ス
ル
ー
事
業
体
と
み

な
さ
れ
る
事
業
体
）
の
租
税
条

約
上
の
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
、

当
事
国
の
取
扱
い
の
差
異
を
利

用
し
た
租
税
回
避
が
封
じ
ら
れ

た
。
ま
た
、
恒
久
的
施
設
（
Ｐ

Ｅ
）
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
と

と
も
に
、
恒
久
的
施
設
の
認
定

逃
れ
の
手
口
が
封
じ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
租
税
条
約
の
濫
用
防

止
の
た
め
の
一
般
的
租
税
回
避

否
認
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

3
�
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約（
Ｍ
Ｌ
Ｉ
）

Ｍ
Ｌ
Ｉ
は
、
新
モ
デ
ル
条
約

の
改
定
部
分
に
相
当
す
る
規
定

と
同
様
の
規
定
（
実
体
規
定
）

を
持
つ
。
そ
し
て
、
①
二
か
国

（
Ａ
国
と
Ｂ
国
）
が
租
税
条
約

を
締
結
し
て
お
り
、
②
Ａ
国
と

Ｂ
国
が
と
も
に
Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
締
約

国
で
あ
り
、
か
つ
、
③
Ａ
国
と

Ｂ
国
が
と
も
に
Ａ
＝
Ｂ
租
税
条

約
を
Ｍ
Ｌ
Ｉ
が
適
用
さ
れ
る
租

税
条
約
と
し
て
選
択
し
て
い
る

場
合
に
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
実
体
規
定

で
Ａ
＝
Ｂ
租
税
条
約
を
修
正
す

る
、
と
い
う
機
能
を
持
つ
。

我
が
国
が
二
国
間
租
税
条
約

を
締
結
し
て
い
る
68
か
国
・
地

域
の
う
ち
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
に
署
名
し

て
い
る
の
は
46
か
国
・
地
域
で

あ
り
、
そ
の
う
ち
現
時
点
で
我

が
国
と
相
手
国
が
ど
ち
ら
も
Ｍ

Ｌ
Ｉ
の
適
用
を
選
択
し
て
い
る

の
は
34
か
国
・
地
域
で
あ
る
。

Ｍ
Ｌ
Ｉ
が
適
用
さ
れ
る
租
税

条
約
（
こ
れ
を
「
対
象
租
税
協

定
」
と
い
う
）
の
規
定
が
Ｍ
Ｌ

Ｉ
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
は
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
Ｍ

Ｌ
Ｉ
に
は
、
選
択
肢
が
設
け
ら

れ
て
い
る
条
項
が
あ
り
、
Ｍ
Ｌ

Ｉ
の
締
約
国
（
現
時
点
で
は
Ｍ

Ｌ
Ｉ
は
未
発
効
な
の
で
、
厳
密

に
は
「
署
名
国
」）
は
そ
れ
ぞ

れ
の
条
項
に
つ
い
て
選
択
を
行

う
。
原
則
と
し
て
、
対
象
租
税

協
定
の
両
当
事
国
が
同
じ
選
択

肢
を
選
択
し
た
場
合
に
の
み
、

Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
。ま

た
、
締
約
国
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ

の
特
定
の
条
文
に
留
保
を
付
す

こ
と
が
で
き
る
。
留
保
を
付
す

こ
と
が
で
き
る
条
項
は
限
定
さ

れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
あ
る
条

項
に
つ
い
て
、
対
象
租
税
協
定

の
両
当
事
国
が
と
も
に
留
保
を

付
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、

Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
。
当
事
国
の
双
方
又
は
一
方

が
留
保
を
付
し
て
い
る
場
合
に

は
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
は
そ
の
租
税
協
定

を
「
留
保
の
限
度
に
お
い
て
修

正
す
る
」
こ
と
と
な
る
。

Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
署
名
国
が
行
っ
た

選
択
と
留
保
（
暫
定
ベ
ー
ス
）

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

4
�
注
目
さ
れ
る
規
定

⑴

条
約
の
濫
用
防
止
規
定

新
モ
デ
ル
条
約
29
条
9
項
と

Ｍ
Ｌ
Ｉ
7
条
1
項
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
第
6
報
告
書
「
租
税
条
約
濫

用
の
防
止
」
に
よ
り
提
言
さ
れ

た
特
典
制
限
規
定
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
条
項

も
、「
…
租
税
条
約
に
基
づ
く

特
典
を
受
け
る
こ
と
が
…
仕
組

み
又
は
取
引
の
主�

た�

る�

目�

的�

の�

一�

つ�

で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
場
合
に
は
、

…
当
該
特
典
は
、
与
え
ら
れ
な

い
」
と
規
定
し
、「
主
要
目
的
テ

ス
ト
」（P

P
T

：P
rin
cip
al

P
u
rp
o
se
T
e
st

）に
よ
る

特
典
の
制
限
を
定
め
る
。
こ
れ

は
租
税
条
約
に
お
け
る
一
般
的

租
税
回
避
否
認
規
定
で
あ
る
。

同
様
の
基
準
は
英
国
や
Ｅ
Ｕ
の

Ｇ
Ａ
Ａ
Ｒ
（
一
般
的
租
税
回
避

否
認
規
定
）
に
も
み
ら
れ
る

し
、
日
独
租
税
条
約
21
条
8
項

等
い
く
つ
か
の
租
税
条
約
に
も

既
に
置
か
れ
て
い
る
。
国
内
法

に
一
般
的
租
税
回
避
否
認
規
定

を
持
た
な
い
我
が
国
は
、
ま
ず

条
約
で
一
般
的
租
税
回
避
否
認

規
定
の
適
用
を
行
う
こ
と
と
な

る
。各

国
の
選
択
と
留
保
の
状
況

を
み
る
と
、
こ
の
規
定
は
多
く

の
Ｍ
Ｌ
Ｉ
締
約
国
間
の
租
税
条

約
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
。

⑵

仲
裁
条
項
（
第
6
部
）

新
モ
デ
ル
条
約
25
条
5
項

は
、
以
前
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
同

じ
く
義
務
的
・
拘
束
的
仲
裁

（M
a
n
d
a
to
ry
B
in
d‐

in
g
A
rb
itratio

n

）
に
つ

き
定
め
る
が
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
第
6
部

（
18
条
〜
26
条
）
は
仲
裁
手
続

に
つ
い
て
、
新
モ
デ
ル
条
約
よ

り
も
詳
細
な
規
定
を
置
く
。
二

重
課
税
の
リ
ス
ク
を
負
う
民
間

企
業
に
と
っ
て
は
朗
報
の
は
ず

で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
第
14
報

告
書
「
相
互
協
議
の
効
果
的
実

施
」
は
仲
裁
を
ミ
ニ
マ
ム
・
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
い
な
い
た

め
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
は
、
第
6
部
の
規

定
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
を
各

国
の
選
択
に
委
ね
た
。
こ
の
た

め
第
6
部
の
規
定
は
、
対
象
租

税
協
定
の
両
当
事
国
が
そ
の
適

用
を
選
択
し
た
場
合
に
の
み
、

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
Ｍ

Ｌ
Ｉ
署
名
国
の
う
ち
仲
裁
規
定

の
適
用
を
選
択
し
た
の
は
、
我

が
国
を
含
め
28
か
国
で
あ
り
、

我
が
国
と
の
租
税
条
約
に
Ｍ
Ｌ

Ｉ
が
適
用
さ
れ
る
34
か
国
の
う

ち
で
は
15
か
国
に
と
ど
ま
る
。

ア
ジ
ア
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

み
で
あ
る
。

Ｍ
Ｌ
Ｉ
は
、
仲
裁
の
方
法
に

つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ー
ス

ボ
ー
ル
方
式
」
を
採
る
。
す
な

わ
ち
、
両
当
事
国
は
、
自
国
の

解
決
案
を
仲
裁
委
員
会
に
提
出

し
、
仲
裁
委
員
会
は
、
両
当
事

国
の
解
決
案
の
う
ち
の
ど
ち
ら

か
を
、
単
純
多
数
決
に
よ
り
選

択
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁

委
員
会
が
、
両
当
事
国
か
ら
提

出
さ
れ
た
解
決
案
の
中
間
を
落

と
し
ど
こ
ろ
と
す
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
締
約
国
は
、
ベ
ー

ス
ボ
ー
ル
方
式
の
適
用
に
つ
き

留
保
を
付
す
こ
と
が
で
き
、
日

本
は
留
保
を
付
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
他
の
締
約
国
は
、

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
方
式
に
留
保
を

付
し
た
国
と
の
関
係
で
は
仲
裁

規
定
を
適
用
し
な
い
権
利
を
留

保
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
留
保

に
対
抗
す
る
留
保
）。
そ
の
場

合
に
は
、
仲
裁
規
定
全
体
が
適

用
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う

な
留
保
が
ほ
か
に
も
あ
る
た

め
、
結
果
と
し
て
、
現
状
で

は
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ
の
仲
裁
規
定
は
ほ

と
ん
ど
働
か
な
い
と
み
ら
れ
る

（
た
だ
し
、
現
在
の
各
国
の
選

択
と
留
保
は
暫
定
的
な
も
の
で

あ
る
）。

5
�
留
意
す
べ
き
事
項

⑴

適
用
条
項
の
確
定
の
難
し

さＭ
Ｌ
Ｉ
は
、
精
密
な
仕
組
み

の
「
条
約
読
替
え
装
置
」
で
あ

り
、
ど
の
租
税
条
約
の
ど
の
部

分
が
Ｍ
Ｌ
Ｉ
で
読
み
替
え
ら
れ

る
の
か
を
確
定
す
る
た
め
の
、

緻
密
な
作
業
（
両
当
事
国
の
選

択
と
留
保
等
の
照
合
）
が
必
要

と
な
る
。
実
務
家
と
し
て
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
提
供
す
る
各
国
の

選
択
と
留
保
に
つ
い
て
の
情
報

を
し
っ
か
り
と
チ
ェ
ッ
ク
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑵

条
文
の
解
釈
の
難
し
さ

Ｍ
Ｌ
Ｉ
が
対
象
租
税
協
定
を

修
正
す
る
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ

は
「
互
換
条
項
」
と
呼
ば
れ
る

条
項
に
よ
り
「
対
象
租
税
協
定

の
規
定
が
対
処
す
る
限
り
に
お

い
て
、
当
該
規
定
に
代
え
て
」

適
用
さ
れ
、
留
保
が
付
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
「
留
保
の
限
度

に
お
い
て
」
対
象
租
税
協
定
を

修
正
す
る
。
そ
し
て
Ｍ
Ｌ
Ｉ
の

正
文
は
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の

み
で
あ
る
。こ
の
た
め
、Ｍ
Ｌ
Ｉ

適
用
後
の
対
象
租
税
協
定
の
理

解
が
解
釈
者
に
よ
っ
て
異
な
る

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

⑶

各
国
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
変

更先
に
み
た
よ
う
に
、
Ｍ
Ｌ
Ｉ

が
仲
裁
規
定
を
持
ち
な
が
ら
仲

裁
規
定
が
実
際
に
は
動
か
な
い

の
は
、
締
約
国
に
よ
る
選
択
、

留
保
、
留
保
に
対
抗
す
る
留
保

等
の
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
将
来
、
各
国
が
そ
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
変
更
す
れ
ば
、
Ｍ
Ｌ

Ｉ
の
規
定
や
租
税
条
約
の
規
定

が
改
定
さ
れ
な
く
と
も
、
仲
裁

規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
た
め
、
各
国
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
の
変
更
に
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

1

新
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
の

解
説
と
し
て
、
木
村
浩
之
『
租

税
条
約
入
門
』（
中
央
経
済
社
、

2
0
1
7
）。

2

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条

約
の
財
務
省
担
当
官
に
よ
る
解

説
と
し
て
、
中
澤
弘
治
「
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約
に
つ

い
て
」
租
税
研
究
2
0
1
8
年

2
月
号
1
5
6
頁
。ま
た
、同
条

約
の
日
本
語
仮
訳
は
財
務
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
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w
w
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o
f.g
o
.jp
/tax _p

o

licy
/
su
m
m
ary
/
in
te
rn

atio
n
al/
p
re
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re
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0
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7
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m
li.h
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）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
新
モ
デ
ル
租
税
条
約
と

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約（
Ｍ
Ｌ
Ｉ
）
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